
研究助成に関する Q&A 
 
① 応募全般について 

 
  

 質問 回答 
1 所属機関長の承諾書がないと応募でき

ませんか？ 
応募には、所属機関長の承諾書の提出が必要です。
申請者が、その機関で研究することを所属機関の長
が認めていることを確認させていただくためです。 2 所属機関がありませんが、応募できます

か？ 
3 承諾者の職印は規定がありますか？ 公印を押していただくようお願いします。 
4 申込期間内に所属機関長の公印が得ら

れない場合、応募できますか？ 
やむを得ない事情がある場合は、理由を添えて申請
していただき、後日公印を押印した承諾書をご提出
ください。 

５ 一つの部署から複数名が応募すること
は可能ですか？ 

可能です。 

６ 外国籍の方が英語で応募することが可
能ですか？ 

可能です。 

７ 研究期間が２年を超える内容で応募可
能ですか？ 

研究期間が 2 年を超える内容で申請していただくこ
とは可能ですが、助成期間は 2年としています。 

８ 異動が決まっており、新所属へ異動後に
研究開始となる予定ですが、応募は可能
ですか？ 

新所属機関長の承諾書押印が可能である場合は、新
所属先及び異動予定日をご記入の上、申請書を提出
してください。 
難しい場合は、現所属機関をご記入の上、現所属機
関長の承諾書を添えて申請していただき、後日必ず
新所属機関長の承諾書を差替え用としてご提出くだ
さい。 

9 所属機関との契約が 1 年ごとの更新と
なっているため、1年後に所属が変わる
かもしれないが、応募は可能ですか？ 

助成金は原則 2 年分をまとめて 1 年目に振り込みま
す。所属が変更になった場合は、事務局までご相談
ください。 

10 仮に酵母で採択された場合、次年度に一
般で研究助成に応募することは可能で
すか？ 

酵母、一般の別を問わず、助成期間中の応募は控え
ていただくようお願いします。 

11 所属機関が「間接経費を必須」としてい
る場合、応募は難しいですか？ 

事務局までご相談ください。 

12 研究を実施した際に知的財産権（特許
等）が発生した場合、発明者側の帰属と
なりますか？ 

発明者側の帰属となります。 



② 申請書の記入方法、提出について 

 
③ 助成金の使用・管理について 

 

 質問 回答 
１ 申請書の記入欄の枠を広げて書いても

良いですか？ 
各記入欄の縦幅は多少であれば調整していただいて
結構です。全体は 7ページに収めてください。 

２ カラーの図表挿入は可能ですか？ 可能です。 

 質問 回答 
1 助成金は所属機関の口座に振り込まれ

ますか？ 
所属機関の口座に振り込みます。 

2 助成金は人件費に充当可能ですか？ 研究の推進が目的であれば充当可能です。 
3 申請者本人の給与として使えますか？ 申請者の個人的な給与にはお使いいただけません。 
4 研究に必要な備品を購入した場合、所属

機関の帰属となりますか？ 
所属機関の帰属となります。 

5 申請時の予算計画以外の用途に助成金
を充当しても良いですか？ 

軽微な変更は可能です。大幅な変更の場合は事務局
にご相談ください。 

６ 大学（所属機関）宛に、間接経費免除申
請は出してもらえますか？ 

免除申請の書類を提出することは可能です。 

７ 助成金は助成期間内に使い切る必要が
ありますか？ 

助成金は申請書の記載に沿って使用し、助成期間内
に使い切ることを原則とします。 
もし、報告書提出時期に未使用分がある場合は、「会
計報告書」（中間報告書では「１年目助成金の使途」）
に金額及び使用予定時期と使途を記載して提出して
下さい。2 年目助成期間終了時に未使用分がある場
合は、全額執行後に再度会計報告書を提出してくだ
さい。 


